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産地生産力強化総合対策事業（産地育成整備事業）実施要領 
 

令和３年４月１日付け３生流第８号通知 

    令和４年４月１日付け３生流第4821号通知 

 

 「産地生産力強化総合対策事業（産地育成整備事業）」については、福島県農産振興事業

補助金交付要綱（以下、「交付要綱」という。）及び福島県農産振興事業事務取扱要領（以

下、「事務取扱要領」という。）に定めるもののほか、この要領に定めるところにより適正

な実施を図るものとする。 

 

第１ 目的 

「福島県農林水産業振興計画」の実現に向け、園芸品目の戦略的な生産拡大や「福島

県の水田農業の振興方針」に沿った生産組織の育成等による土地利用型作物（大豆、麦

類、そば、なたね等、飼料作物又は主要農作物種子（水稲、麦類、大豆）をいう。以下

同じ。）の生産効率化と産地づくりを進める。 

 

第２ 実施方針 

１ 園芸作物の振興にあっては、「福島県園芸振興プロジェクト」及び「福島県果樹農

業振興計画」、指定野菜の「生産出荷近代化計画」、「福島県花き振興計画」等、県

及び産地の振興計画に基づく目標の達成に努めるものとする。 

２ 土地利用型作物の振興にあっては、県及び地域の「水田収益力強化ビジョン」に基

づく振興目標の達成に努めるものとする。 

３ 飼料作物の振興にあっては、「福島県酪農・肉用牛生産近代化計画」等に基づく振 

興目標の達成に努めるものとする。 

４ 主要農作物種子の振興にあっては、「福島県奨励品種の優良な種苗の安定供給に関

する条例」第９条に定める「種苗生産計画」の達成に努めるものとする。 

 

第３ 事業の内容等 

本事業の内容、対象作物、事業実施主体、補助率、補助対象及び採択要件は、別 

表１のとおりとする。 

なお、補助対象、事業実施主体については、別表２に留意するものとする。 

 

第４ 補助 

１ 県は、予算の範囲内において、交付要綱の定めるところにより市町村長に対し補 

助するものとする。ただし、交付額は千円単位とし、千円未満の額は切り捨てること

とする。 

２ 県は、事業実施主体が、全国農業協同組合連合会福島県本部、福島県農業協同組 

合中央会等の全県域を範囲とする広域的な農業団体（以下、「県域農業団体」という。）

である場合又は市町村域を超える広域的な団体（以下、「広域団体」という。）であ

る場合等であって、市町村が補助を行うことができない場合に限り、直接補助を行う

ことができる。 
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第５ 事業実施の手続き 

１ 事業実施計画申請 

(1) 間接補助の場合（市町村長が補助を行う場合） 

ア 事業実施主体は、事業実施計画書（様式第１号）を作成し、市町村長に提出す

るものとする。 

イ 市町村長は、事業実施計画書を審査の上、適正と認められる場合は、事業実施

計画承認申請書(様式第２号)(以下、「承認申請書」という。)に事業実施計画書

を添付の上、当該市町村を管轄する農林事務所長（以下、「所長」という。）に

提出するものとする。 

(2) 直接補助の場合（市町村が補助を行わない場合） 

事業実施主体は、事業実施計画書及び承認申請書を作成し、県域農業団体等にあ

っては農林水産部長（以下、「部長」という。）に、広域団体にあっては所長に提

出するものとする。 

なお、承認申請書を提出する際においては、関係市町村長が直接補助を承認した

旨を確認できる書類を添付するものとする。 

２ 計画承認 

所長(県域農業団体等にあっては部長)は、事業実施計画書の内容を審査し、適当と

認められる場合には、様式第３号により事業実施計画の承認を行うものとする。 

 

第６ 事業計画の変更 

１ 重要な変更 

 交付要綱別表１に定める重要な変更にあたる場合は、第５の１及び２に準じて変

更手続きを行うものとする。 

２ 軽微な変更 

交付要綱第５条に定める軽微な変更に該当する場合、市町村長（直接補助にあっ

ては事業実施主体）は、事業実施計画変更届（様式第４号）を作成し、所長（県域

農業団体等にあっては部長）に、速やかに提出するものとする。 

 

第７ 上限額 

園芸用ハウスを設置する場合の補助対象事業費の上限額は、別表３に定めるとおり

とする。また、新規園芸品目導入事業における野菜及び花きの初期生産資材を定額と

する永年性作物は別表４に定めるとおりとする。 

 

第８ 事業の実施期間 

本事業の実施期間は単年度とする。 

 

第９ 事業の推進指導 

本事業を円滑かつ適正に実施するため、福島県農林事務所、市町村、農業団体は密接

な連携を図り、推進指導を行うものとする。 

 

第10 事業の執行状況報告 

所長又は県域農業団体等は、６月末、９月末、11月末及び事業が完了した時点の執行
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状況を翌月10日までに、執行状況報告書（様式第５号）により部長に報告するものとす

る。 

なお、部長は、必要に応じて、執行状況の報告を随時求めることができるものとする。 

 

第11 成果確認検査について 

事業の確認検査に当たっては、農林水産部所管の補助事業等に係る検査事務取扱 

要領に準じて確認検査を行うものとする。 

 

第12 事業の実施状況報告 

１ 事業実施主体は、事業実施年度から３年間、事業実施状況報告書（様式第６号） 

を作成し、翌年度の４月末日までに市町村長（県域農業団体等による直接補助にあっ

ては部長、広域団体による直接補助にあっては所長）に報告するものとする。 

２ 市町村長は、事業実施主体から提出された事業実施状況報告書を審査し、取りまと

めの上、翌年度の５月末日までに所長に提出するものとする。 

 

第13 評価について 

１ 所長は、事業の目標に対する達成度について毎年度評価を行い、事業実施状況一覧

（様式第７号）により６月末日までに部長に報告するものとする。 

２ 所長又は部長は、事業実施３年後において、達成度が70％に満たない事業実施主

体に対して改善計画書(様式第８号)を７月末日までに提出するよう指導するものと

する。 

３ 県及び市町村は、振興目標の達成に向けて技術的、経営的指導を行う。 

 

第14 その他  

１  交付要綱の第１号様式中「２事業の内容（実績）」の別に定める様式については、 

様式第９号のとおりとする。 

２ この要領に定めるもののほか、本事業の実施に必要な事項は、別に定める。 

 

   附 則 

１ この要領は、令和３年４月１日から施行する。 

２ 「実り豊かなふくしまの産地整備事業実施要領」は、令和３年３月31日付けで廃止する。 

３ この要領の施行前に採択した事業の執行状況報告、実施状況報告及び評価については、

前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。 

   附 則 

 この要領は、令和４年４月１日から施行する。 

 


